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【再確認！！交通反則通告制度（青切符）導入！！】
令和８年４月１日から自転車の交通違反に交通反則通告制度（青切符）が導入されました。
４月１日以降、交番にも自転車の乗り方についての問い合わせが多く寄せられています。
自転車安全利用五則等を遵守し、安全で適正な利用を再確認しましょう。

★交通反則通告制度★
反則行為」をした１６歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符（反則行為となるべき

事実の要旨等が記載された書面）が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受
けた者が反則金を納付したときは、刑事手続へは移行せず、起訴されない（いわゆる「前科」
もつかない）制度をいいます。

自転車は免許がなくてもドライバー
ルールを守って責任ある運転を!!

侵 入 盗 に ご 注 意 を！！
近年、宇都宮中央警察署管内で空き巣や忍び込み、空き家対象の侵入盗が発生
しています。侵入盗被害にあった場合、犯人逮捕のためにも警察への通報をよ
ろしくお願いします。
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